
大
阪
府
条
例
第
八
十
二
号 

大
阪
府
議
会
大
阪
府
域
に
お
け
る
新
た
な
大
都
市
制
度
検
討
協
議
会
設
置
条
例 

社
会
、
経
済
、
財
政
な
ど
の
面
で
「
大
阪
」
の
状
況
が
よ
り
厳
し
さ
を
増
す
中
で
、
広
域
自

治
体
で
あ
る
大
阪
府
と
基
礎
自
治
体
で
あ
り
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の

指
定
都
市
で
あ
る
大
阪
市
が
、
十
分
に
協
調
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
に
行
政
運
営

し
て
い
る
現
状
は
、
二
重
行
政
、
投
資
の
分
散
を
招
き
、
結
果
と
し
て
大
阪
の
成
長
を
妨
げ
る

こ
と
か
ら
、
大
阪
府
域
全
体
か
ら
み
る
と
看
過
で
き
ず
、
大
阪
に
ふ
さ
わ
し
い
新
し
い
大
都
市

制
度
を
早
急
に
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。 

大
阪
に
ふ
さ
わ
し
い
新
し
い
大
都
市
制
度
を
構
築
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
住
民
の
代
表
機
関

で
あ
る
大
阪
府
、
大
阪
市
及
び
堺
市
の
各
議
会
で
の
議
論
は
も
と
よ
り
、
三
者
で
の
連
携
し
た

議
論
が
行
わ
れ
、
今
後
の
大
綱
と
な
る
べ
き
も
の
を
制
定
す
べ
き
で
あ
る
。 

よ
っ
て
、
大
阪
府
議
会
は
、
大
阪
市
議
会
及
び
堺
市
議
会
に
対
し
て
、
三
者
合
同
で
の
議
論

の
場
を
求
め
る
と
と
も
に
、
大
阪
府
議
会
で
の
協
議
の
場
を
設
置
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
制

定
す
る
。 

（
設
置
） 

第
一
条 

大
阪
府
議
会
に
お
い
て
、
大
阪
府
域
に
お
け
る
新
た
な
大
都
市
制
度
を
検
討
す
る
た

め
、
協
議
会
を
設
置
す
る
。 

（
名
称
） 

第
二
条 

協
議
会
は
、
大
阪
府
議
会
大
阪
府
域
に
お
け
る
新
た
な
大
都
市
制
度
検
討
協
議
会
（
以

下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
と
い
う
。 

（
協
議
事
項
） 

第
三
条 

協
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
協
議
を
行
う
。 

一 

大
阪
府
域
に
お
け
る
統
治
機
構
の
あ
り
方
に
関
す
る
事
項 

二 

大
阪
府
域
に
お
け
る
広
域
自
治
の
あ
り
方
に
関
す
る
事
項 

三 

大
阪
府
域
に
お
け
る
基
礎
自
治
の
あ
り
方
に
関
す
る
事
項 

四 

大
都
市
行
政
に
お
け
る
税
財
源
と
財
政
運
営
の
あ
り
方
に
関
す
る
事
項 

五 

新
た
な
大
都
市
制
度
に
お
け
る
議
会
の
あ
り
方
に
関
す
る
事
項 

六 

そ
の
他
大
都
市
制
度
の
検
討
に
必
要
な
事
項 

（
組
織
） 

第
四
条 

協
議
会
は
、
委
員
二
十
人
を
も
っ
て
こ
れ
を
組
織
す
る
。 

２ 

委
員
は
、
議
長
及
び
各
会
派
か
ら
推
薦
の
あ
っ
た
議
員
と
す
る
。 

３ 

協
議
会
に
座
長
を
置
く
。 

４ 

座
長
は
、
議
長
を
も
っ
て
充
て
る
。 

５ 

座
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
座
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
座
長
が
予
め
指
定
し
た
委
員
が

座
長
の
職
務
を
代
理
す
る
。 

（
会
議
） 

第
五
条 

協
議
会
の
会
議
は
、
座
長
が
招
集
す
る
。 

２ 

座
長
は
、
協
議
会
の
議
事
を
整
理
し
、
秩
序
を
保
持
す
る
。 

３ 

協
議
会
は
、
委
員
の
定
数
の
半
数
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き
な

い
。 



４ 

協
議
会
の
議
事
は
、
出
席
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
座
長
の
決
す

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

５ 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
座
長
は
、
委
員
と
し
て
議
決
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

６ 

協
議
会
の
会
議
は
、
公
開
と
す
る
。 

（
専
門
的
事
項
の
調
査
） 

第
六
条 

協
議
会
は
、
大
阪
府
議
会
に
対
し
て
、
第
三
条
の
協
議
事
項
に
関
し
、
地
方
自
治
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
必
要
な
専
門
的
事
項

に
係
る
調
査
を
学
識
経
験
を
有
す
る
者
等
に
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
報
告
） 

第
七
条 

座
長
は
、
協
議
会
の
協
議
結
果
を
平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日
ま
で
に
大
阪
府
議
会

に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
委
任
） 

第
八
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
会
の
会
議
そ
の
他
協
議
会
の
議
事
の
運
営

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
座
長
が
会
議
に
諮
っ
て
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


